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　 （
１
）　
専
　
決
　
処
　
分
　
書

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
す
る
。

　
　
令
和
４
年
６
月
27
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
53
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略
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　 （
２
）　
専
　
決
　
処
　
分
　
書

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
す

る
。

　
　
令
和
４
年
６
月
27
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

  （
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り

当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
の
事
務
に
応
じ
て
別
に
定

  （
手
数
料
の
徴
収
）

第
２
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り

当
該
事
務
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
か
ら
、
当
該
各
号
の
事
務
に
応
じ
て
別
に
定

鳥
取
県
特
別
免

許
状
教
育
職
員

検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7号
）
第
５
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
特
別
免

許
状
教
育
職
員

検
定
審
査
委
員

会

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
14
7号
）
第
５
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定
に
関
す
る
事
項

　
略

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


